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○ 勤労者生活資金融資  

 伊那市 高遠町 長谷村 調整案 
概要 市町村内に居住する勤労者に対して労働

金庫と協調して生活資金の融資を行う。 
対象者 市町村内に１年以上住所を有し、市町村

税完納者であること 
労働金庫会員の組織労働者または互助会

会員であること 

限度額 1,500 千円 1,000 千円 

期 間 融資した日から５年以内 

償還方法 融資機関内の元利均等償還 

融
資
条
件 

利 率 年 2.15％ 

保証料補給 未組織労働者につ

いては、組織労働者

の保証料率（0.64％）

との差額に相当す

る額を補給 

高遠町勤労者互助会

会員で高遠町勤労者

生活資金融資要綱に

基づき融資の斡旋を

受けた者は、信用保証

料を補助するものと

する。 
預託金 70,000 千円 5,000 千円 

  
 
 
 

限度額 
 ：1,500 千円 
 
利率 
 ：長野県労働金庫

と調整 
 
保証料補給 
 ：全額補給は廃止 
  未組織労働者に 

ついては、組織 
労働者の保証 
利率との差額 
に相当する額 
を補給する 

 
 


